
 
 
 
 
 
  
 

 

師走とは、「師」（先生）が「走」らなくてはならないほど忙しくなると言われていますが、本当の意味は違っ

ていると聞いたことがあります。しかし、実際は間違った意味のとおり、大学教員は１２月になるとは忙しくな

るのは確かなようです。そして、いつもなら５月の連休が明ける頃にようやく落ち着くのですが、今年は６月に

入っても落ち着くことなく、自転車操業の毎日が続いています。そのため、第２号につづいて、第３号の発行ま

で遅くなってしまいました。第３号では、第２号でお知らせしました、「春の寄せ植え会」の様子を報告したい

と思います。                                    【広報担当：近藤】 

♪【春の寄せ植え会】♪ 

 

 

５月２９日、組合主催の花の寄せ植え会がありました。今回は、たくさんの職員が楽

しめる企画はないかと考えついたのが「寄せ植え」でした。教員、技官、事務職員など、い

ろいろな部署の職員が定員の 20 名も集まり、講師からスライドを見ながら説明をうけまし

た。前日市場で仕入れた新鮮な花の苗から、好きな５種類をワクワクしながら選び、「苗

は斜めに置く」「大きく空いた隙間があると土に太陽が届く」という植物に愛を感じる優しい

指導をうけ、集まった皆で楽しんで植えました。終了後は自転車や電車で鉢を抱えて帰

った方達もいて、ご家族もおおいに喜んでくださったということでした。予想以上に鉢が大

きかったので、こんもり繁ればそれは豪華な寄せ植えになること間違いなしです！ 

 

余談ですが、翌日「水やり」を忘れた参加者が、強い日差しが心配で、様子見に、昼休

みに自転車で１５分の自宅に帰ったほど大事にしてくれています♪他にも、次の日から

学部を超えて「寄せ植え」で知り合った方と話し合うようになったと嬉しそうに話す人もい

ます。♪花で繋がる埼玉大学の職場の輪♪とても和やかで楽しい時間でした。次回（が

あれば）は、時間を１時間半くらいにして、みなさんの鉢をゆっくり鑑賞しあいたいですね

ー。 

（非常勤職員） 

 

          ＜選ぶのがたのしみ！＞ 

 準備されたのは、９種類。しかし、１つの種類でも、色が

色々。５種を選ぶといっても、どの種類、どの色を選ぶかは、

迷ってしまって大変なようでした。でも、この選ぶのが楽しみ

のようでした。 

 参加者からは、【秋の寄せ植え会】 是非お願いしたいとい

う声が聞こえてきました。 



過半数代表とは？ 

 組合と同じように、大学と交渉する組織？に過半数代表があります。以前説明した資料がありますので、掲載

致します。 

 

過半数代表者とは？  

 
 大学が独立行政法人化して、教職員は国家公務員から法人職員となりまし

た。そのため、普通の企業のように、就業規則を作成して、労働基準監督署

に労働者の意見を添えて提出しなくてはならなくなりました。その、労働者

の代表が「過半数代表」です。 
埼玉大学でも法人化に際して、就業規則を作成しました。そのときには、

過半数代表はまだ組織されていませんでしたので、組合の執行委員がその役

目を果たしました。 
 大学側も就業規則を見たことも、作ったこともなく、どこかの企業の就業

規則をとってきて、組合（仮の過半数代表）と交渉を行いました。組合は、

全国の大学での取組についての情報を得ていましたので、不具合なところを

できるだけ修正しました。例えは、定年退職が６０歳の誕生日になっていた

のを、３月３１日付けにするなど、現状に合わせて、不利益を生じ無いよう

に努力したことを覚えています。その後、正式に過半数代表が選ばれる様に

なりましたが、埼玉大学では、教職員が不利益にならないよう、情報を持っ

ている組合員が、できるだけ過半数代表に選ばれる様にしています。 
 過半数代表の大きな役割は、 
①就業規則に対して労働者の意見を述べる。 
②法の定める労働基準から外れるけれど禁止されてはいないような，例外的

なはたらきかたを使用者が希望するときに，労使協定を結ぶ。 
③労働者と使用者の代表から作ることが法律で決められている委員会の労

働者側の委員を推薦する。 
①に関しては、毎年度末に、就業規則の見直しを行っています。今回、裁量

労働制に関しては、９月に話合いが持たれる予定です。埼玉大学の裁量労働

制は、組合員でもあった過半数代表で勝ち得た、全国でも教員が研究しやす

い内容になっています。これが改悪されるかもしれないのです。自分の労働

環境が改悪されないためにも、しっかりと過半数代表からの情報を得て、意

見を述べましょう。 
                                      

 

就業規則を労基署に届出るときに「意見書」にサインする（意見を書く）労働者の代表です。 


